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令和 3 年 9 月 29 日 

 

地域薬剤師会長 様 

同 薬局部会長 様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

感染防止対策の継続支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充について 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

今般、医療・介護における感染防止対策への支援として実施してきた診療報酬上の特例

措置や臨時的な取り扱いなどについて、本年10 月以降の対応が別添１のとおり示されまし

た。 

診療報酬上の調剤報酬感染症対策実施加算および介護報酬上の基本報酬の0.1％特例に

ついては、本年９月末が期限とされております。 

本対応における補助金等の詳細につきましては、今後示されるとのことです。 

なお、今般の決定に対して日本薬剤師会のコメントが別添２のとおり示されていますの

で、併せてご確認ください。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよ

う、よろしくお願いします。 
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